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３．南相馬市における業務内容の把握 

 

市場化テストを検討するにあたり、その前段として、ここでは市における業務内容の把

握・整理を行う。市場化テストの導入では、対象業務を選定するために市における業務を

網羅的に把握し、各業務の内容や課題、どのように実施されているか等について、整理す

ることが必要である。 

そのための具体的な方法として、①事務事業評価の活用、②他市区町村において民間委託

された業務、③公共サービス改革法等に示された業務、より市の業務内容を整理するもの

とした。 

南相馬市において行政評価の一環として実施されている事務事業評価は、総合計画に沿っ

た内容であり、この総合計画とリンクさせた評価方法では、業務と予算の一体的な管理、

実施成果の達成度の管理、活動結果の住民への報告、施策体系の目的と成果を意識した職

員の政策形成力向上に、有効な手法となっている。しかし、この総合計画に沿った事務事

業評価では、施策外である日常の業務については、把握することができない。そこで今回

のケースにおいては幅広く全事業を網羅する目的で、これら 3つの視点から業務内容の把

握を行うことにした。 

 

（１）事務事業評価 

１）概要 

事務事業評価は、総合計画において示された南相馬市の将来像の着実な実現に向けた事

務事業の活動について、その妥当性、有効性、効率性等の視点から、担当職員が行政サー

ビスの恒常的な改善を図るために見直し、評価したものである。一次評価は所管する係長

が記入し、最終的な二次評価については課長が判断を行う。評価結果は、戦略的目標管理

制度の進行管理、事務事業の改善、行政資源の有効配分に活用する。評価は毎年度 8 月ま

でに行い、市民に公表することになっている。 

南相馬市総合計画では、将来像「ともにつくる 活力に満ちた 安心で潤いのある南相

馬」の実現を図るために、３つの将来のまちの姿と６つのまちづくりの基本指針を掲げて

いる。この基本指針の下に、戦略目標、基本施策、施策の体系が 4 層構造で伸びた政策体

系図となっている。各事務事業帳票（事務事業評価）はこのツリー構造に対応しており、

事業の行き着く施策、それに至る戦略目標が明らかになり、事業と総合計画の関係性が明

確になっている。各事務事業帳票（事務事業評価）は、583 事業に一枚ずつ対応している。 
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２）評価の考え方と構造 

一次評価は「目的妥当性」、「有効性」、「効率性」の項目ごとに、「妥当である」、「見直す

余地がある」の２つの判断とし、評価の理由と見直しの内容を記載する。 

 

 

目的妥当性：まちづくりの目標（総合計画）を成果で除したもの 

事務事業そのものを実施する必要があるかの視点 

有 効 性 ：成果を活動で除したもの 

施策の目標をどれくらい達成しているかの視点 

効 率 性 ：コスト（歳出＋投入人員）を活動で除したもの 

コストの最小化と、コストに対する活動の最大化 

 

 

二次評価は一次評価の分析結果を踏まえ、今後の方向性を「拡大」、「現状維持」、「縮

小」、「廃止」、「完了」のいずれで取り扱うべきか判断する。このうち「廃止」は市の事

業として実施する意義が低いと考える場合、「完了」は設定された事業期間を満了し、前

年度で終了している場合である。 
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1

①

②

単位
平成１９年度実績
（前年度実績）

平成２０年度
（現　年　度）

平成２４年度
（目標年度）

①

②

平成１９年度実績 平成２０年度 平成２２年度

千円

   
千円

千円

千円

千円

千円

 
5
　
二
次
評
価

□拡大　　　□現状維持　□縮小　　　□廃止　　　□完了

事 務 事 業 評 価（平成１９年度）
 
4
　
一
次
評
価

目的妥当性 理由・見直しの内容

有効性 理由・見直しの内容

効率性 理由・見直しの内容

予算額又は決算額

 

内訳

国庫支出金

県支出金

市債

 
3
　
年
度
別
計
画
・
予
算

項目 平成２１年度

年度別計画

その他財源

一般財源

 
2
　
指
標
の
推
移

項目
平成２１年度
（次　年　度）

成果指標

活動指標

対象（指標数）

事
務
事
業
の
内
容
、

指
標 意図 成果指標名

手段
活　動
指標名

施策の体系
（レベル４）

予算ＣＤ

事業の開始・
終了年度

新市建設計画

戦略目標
（レベル２）

担当課ＣＤ

基本施策
（レベル３）

事業ＣＤ

南相馬市事務事業帳票（平成２０年度）

事務事業名 担当課

妥当である

見直す余地がある

妥当である

見直す余地がある

妥当である

見直す余地がある
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（２）他市区町村において民間委託された業務 

事務事業評価の対象業務は、総合計画の策定項目に沿った内容であることから、総合計

画に示されない内部管理的な一般事務業務等についての把握は、事務事業評価からの情報

だけで市における業務全体を把握することは困難である。そのため、ここでは、総務省が

公表した「「集中改革プラン」及び「１８年指針」の取組状況について」に示された民間委

託等の実施が可能な事務事業についても、市場化テスト導入業務となりうるものとして整

理を行った。 

 

１）一般事務 

総務省による「「集中改革プラン」及び「１８年指針」の取組状況について」（平成 20 年

10 月 31 日公表）によると、市町村における民間委託（事務事業）状況は進んでいることが

わかる。 

一般事務における市区町村総計の委託実施団体の比率で、高いものは、在宅配食サービ

ス業務 99％、ホームヘルパー派遣業務 97％、本庁舎の清掃業務 86％、一般ごみ収集業務

91％、情報処理・庁内情報システム維持業務 94％、水道メータ検針業務 90％となっている。

逆に、委託実施団体の比率が低いものとしては、案内・受付業務 24％、学校用務員事務及

び総務関係事務 27％となっている。 

平成 15 年 4 月の調査と比べると、道路維持補修・清掃等業務が 14 ポイント増、情報処

理・庁内情報システム維持業務が 12 ポイント増、公用車運転業務が 11 ポイント増となる

など、ほぼ全ての事務で委託実施団体の比率が高まっている。 
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市町村における民間委託（事務事業）の実施状況（委託実施団体の比率） 

 

出典：平成 20 年度地方公共団体との研究会報告書（案）  

 

上記のように他市町村において外部委託が既に実施されている一般事務業務のうち、南

相馬市では依然直営で行っている業務については、民間委託等が適切なものも含まれてお

り、市場化テストの対象業務として検討することにした。 

 

※南相馬市における上記業務の委託状況については、ｐ51、52 を参照。 
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２）公共施設 

総務省による「市区町村における事務の外部委託の実施状況」（平成 16 年 3 月 25 日公表）

によると、市町村における民間委託（公共施設）状況は以下の通りである。施設の運営事

務における市区町村総計の委託実施施設の比率で、高いものは、下水終末処理施設 92％、

都市公園 91％、病院及びコミュニティーセンター90％、温泉健康センター及び市(区･町･

村)民会館・公会堂で 88％などとなっている。逆に、委託実施施設の比率が低いものとして

は、保育所 60％、診療所 63％などとなっている。 

平成 10 年４月の調査と比べると、施設の運営事務における市区町村総計では、ごみ処理

施設、都市公園及び診療所が 14 ポイント増、下水終末処理施設及び病院が 13 ポイント増

となるなど、全ての施設で委託実施施設の比率が高まっている。 

 

市町村における民間委託（公共施設）の実施状況（委託実施団体の比率） 

出典：平成 20 年度地方公共団体との研究会報告書（案） 

 

上記のように他市町村において外部委託が既に実施されている施設の運営事務のうち、

南相馬市で依然直営で行っている業務については、民間委託等が適切なものも含まれてお

り、市場化テストの対象業務として検討することにした。 

 

※南相馬市における上記業務の委託状況については、ｐ53、54 を参照。 
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３）公共サービス改革基本方針に示された業務 

 

 地方公共団体関係の業務で公共サービス改革基本方針に位置付けられている業務は、窓

口関連業務、徴収関連業務、公物管理関連業務、統計調査関連業務など下記の通りである。

南相馬市において、水道施設、工業用水道施設、下水道関連施設は、施設の性格、機能等

から直営管理とすべきである施設や施設の管理運営の内容が簡易な維持管理、管理経費の

縮減が望めない施設であるため、今後も直営管理とするとの方針を定めている。それ以外

の市場化テスト対象業務（市場化テスト法の対象である、窓口 6 業務と法に基づかなくと

も公務員が常駐する場所において民間委託できる窓口 24 業務）について、民間委託の可能

性を検討することにした。 

出典：平成 20 年度地方公共団体との研究会報告書（案） 

 

※南相馬市における上記業務の委託状況については、ｐ55～57 を参照。 

 

 




